
 

 

公益社団法人神奈川県病院協会職員給与規則の一部改正について 

 

2022年 4月 1日改正案 
  

神奈川県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例※が、2021 年 11月 30日に公布

されたことから、2022年 4月以降の賞与について、これに準じた改正を行う。 

  

※「職員の給与及び通勤に要する費用の弁償に関する条例等の一部を改正する条例」 

11月 25日 神奈川県議会 令和 3年第 3回定例会で可決（裏面参照） 

 

 

改正内容 

 

１ 賞与（期末賞与）の引下げ 

 

年間支給率４．４５月を０．１５月引き下げて、４．３０月とする。 

引下げ分は、冬（基準日 12月 1日）支給分に配分する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（上段：管理職手当受給者以外 下段：管理職手当受給者） 

 

 

  ２ 施行期日 

令和 4（2022）年 4月 1日 

 

 現 行（4.45月） 改 正（4.30月） 

 期末 勤勉 計 期末 勤勉 計 

夏 
1.30 

1.10 

0.80 

1.00 

2.10 

2.10 

1.30 

1.10 

0.80 

1.00 

2.10 

2.10 

冬 
1.50 

1.30 

0.85 

1.05 

2.35 

2.35 

1.35 

1.15 

0.85 

1.05 

2.20 

2.20 

計 
2.80 

2.40 

1.65 

2.05 

4.45 

4.45 

2.65 

2.25 

1.65 

2.05 

4.30 

4.30 

神病理２１０９０２ 




